
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（本山中町）配水管取替工事その 5 

 契約変更後の工事概要 

     

布設延長：配水管  φ75-479.0ｍ、φ75(給)-13.2ｍ、φ100-96.7ｍ、φ150-204.1ｍ、 

φ200-10.8ｍ、φφ300-3.6ｍ、水管橋架設-1橋 

     

撤去延長：配水管  φ75-0.3ｍ、φ75(給)-5.8ｍ、φ100-2.2ｍ、φ150-622.0ｍ、 

φ300-166.8ｍ、SPφ300A-5.5ｍ、水管橋撤去-1橋 

          

 
 契約変更の理由 

 

１． 給水管付替の夜間施工について 

一部昼間に断水できない店舗があり、断水の影響が無い営業時間外の作業が発生したため、夜

間施工を行った。これにより、管工が増工となる。 

 

２． ストッパーの追加について 

水管橋を施工する際、水管橋西側の仕切弁(φ300)を閉めると、下流の水量が不足するため、

ストッパーを設置した。これにより、材料、管布設工、管工が増工となる。 

 

３． 基準点の移設設置について 

工事範囲内に3級基準点があったため、測量業務が発生した。これにより、技術管理費が増工

となる。 

    

４．  橋梁点検車の使用について 

当初、水管橋施工時の足場の設置をなしとしていたが、現場状況により足場の設置が必要とな

った。しかし、管理者からの指示により足場の設置が認められなかったため、橋梁点検車を使

用し施工した。これにより、管工が増工となる。 

 

５． 排水弁の設置について 

仮配布設時に割丁字管を取り付けた箇所に、排水弁を設置した。そのため、材料、管布設工、管工

が増工となる。 

 

 

（公表様式第６号） 


